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宮若市農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和４年４月８日（金） 午後１時３０分 

 

２ 開催場所 宮若市役所 防災研修室ＡＢ 

 

３ 出席委員（農業委員１３名） 

 

農業委員（１３名） 

会長 安部英輔、２番 山本裕啓、３番 武田俊彦、４番 吉﨑康正、 

５番 森田広富、６番 塩川和秀、７番 春田章匡、８番 高崎雅俊、 

９番 水上昭和、１０番 井田和義、１１番 占部博、１２番 遠藤讓一、 

１３番 阿部進 

 

推進委員（出席なし） 

 

４ 欠席委員 農業委員 会長代理 安河内龍一、推進委員 ３番 古野 弘 

 

５ 議事日程 

 第１ 議事録著名委員の指名 

 第２ 審議案件 

（１）議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

（２）議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 

 

第３ 報告事項 

（１）報告第１号 農地法第１８条第６項の合意解約について 

（２）報告第２号 農地改良行為の届出について 

 

６ その他 

 

７ 農業委員会事務局職員 

    事務局長 荒牧 裕次 

    係長   松井 秀臣 

    主査   原 美佐子 

 

８ 会議の概要 
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会長挨拶 市長選により市長が交代された。農業委員会は独立した行政委員会です。

今年度もよろしくお願いします。 

 

議  長     それでは定刻になりましたので、農業委員会を始めます。本日の委員１

４名中、１３名出席ですので総会は成立致します。議事日程第１の、議

事録署名委員の指名を行います。４番 吉﨑委員、５番 森田委員にお

願いをいたします。それでは、議事日程第２審議案件に入ります。 

まず議案第１号農地法第３条の規定による許可申請について上程いた

します。では、事件番号１番について、事務局より説明をお願いします。 

 

係  長  1ページ議案第 1号 農地法第 3条の規定による許可申請につきまして、

2ページ農地法第 3条審議表を読み上げてご説明させていただきます。 

 

【事件番号 1番 説明】 

 

議  長  事件番号１番の担当地区の推進委員さんは、本日欠席です。 

 

係  長  ご伝言を預かっておりますので、事務局よりご報告します。当地につき

ましては、経営規模の拡大であり問題ありません。 

 

議  長  事務局からの説明、及び推進委員さんの報告を受けましたので質疑に入

ります。ご質問、ご意見等ありませんか。（質疑なし） 

 

議  長  無いようですので採決を行います。許可することに賛成の方は挙手願い

ます。・・全員賛成でございますので、許可することに決定といたします。 

 

 

議  長  次に、議案第２号、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

る農用地利用集積計画の決定についてでございます。では、事務局説明

をお願いします。 

 

係  長  ５ページ議案第２号 農用地利用集積計画の決定につきまして、６ペー

ジをご覧ください。 

農用地利用集積計画による所有権移転でございます。 

こちらは、機構からの所有権移転です。 

 

【説明】 
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続きまして、農用地利用権設定等計画一覧表です。７ページからをご覧

ください。まず、（継続分）となります。 

【説明】 

外 6件、合計、27筆、44,315㎡の継続分の利用権設定となります。 

新規分としては、１0ページからとなり、35筆、18件、合計面積 52,518

㎡の利用権設定となっております。以上です。 

 

議  長  ただ今事務局より説明を受けましたので質疑に入ります。ご質問、ご意

見等ありませんか。 

 

委  員  なし 

 

議  長  無いようですので採決を行います。承認することに賛成の方は挙手願い

ます。全員賛成で承認されました。 

 

議  長  次に日程第３, 報告事項でございます。 

報告第１号、農地法第 18条第 6項の合意解約について、 

報告第２号、農地改良行為届出について、 

一括して、事務局より説明をお願いします。 

 

係  長  14 ページ報告第 1 号 農地法第１８条第６項の合意解約につきまして、

15ページをご覧ください。 

農地法第１８条第６項に係る報告表です。 

【説明】 

 

引き続き、16 ページ報告第２号 農地改良行為の届出につきまして、

17ページをご覧ください。 

農地改良行為の届出に係る報告表です。 

【説明】 

以上となります。 

 

議  長  ただ今の事務局からの報告、第１号から第２号について、ご質問、ご意

見等ございましたらお願いします。ございませんか。 

 

委  員  今回、農地改良届について報告がありましたのは、私の所属する法人の

構成員のものです。農業委員になるまで、このような手続きが必要とは
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知りませんでした。他にそのような方がおられるかもしれません。どの

ような場合、手続きが必要かお教えください。 

 

係  長  簡潔に申しますと、田や畑を扱う場合は必要とお考えください。農地に

重機などが入るとき、何があっているか、農業委員会に申請や届出はさ

れているのか、ということになります。 

 

議  長  よろしいですか。他に質問、意見等はありませんか。（なし）無いようで

すので、これらは報告案件でございますことから、了解いただいたもの

といたします。以上を持ちまして、本日の議事については、全て終わり

ました。これで会議を終結いたします。 

 


